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北
海
道
最
低
賃
金
引
き
上
げ 

北
海
道
の
最
低
賃
金
が
十
一
円
引
き
上
げ
ら
れ
、 

時
間
額
六
百
七
十
八
円
に
な
り
ま
し
た
。
（
十
月
十
日
よ
り
） 

北
海
道
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申 

                        

 

北
海
道
最
低
賃
金
審
議
会
は
、
本

年
七
月
一
日
に
北
海
道
労
働
局
か
ら

北
海
道
内
に
適
用
さ
れ
る
「
北
海
道

最
低
賃
金
」
の
改
正
決
定
に
つ
い
て

の
諮
問
を
受
け
、
調
査
審
議
を
重
ね

て
き
た
結
果
、
八
月
十
二
日
に
、
時

間
額
を
十
一
円
引
き
上
げ
、
六
百
七

十
八
円
に
決
定
す
る
こ
と
が
適
当
で

あ
る
と
の
答
申
を
行
い
ま
し
た
。 

 

実
施
の
時
期
は
十
月
十
日
か
ら
と

な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
道
審
議
会
は
、
答
申
に
あ

た
っ
て
、
北
海
道
最
低
賃
金
と
生
活

保
護
費
と
の
乖
離
額
（
今
年
度
引
き

上
げ
後
の
残
額
三
十
六
円
）
に
つ
い

て
は
、
来
年
度
か
ら
三
年
以
内
に
解

消
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。 

 

道
内
中
小
企
業
者
等
の 

受
注
機
会
確
保
の
た
め 

  

北
海
道
で
は
「
中
小
企
業
者
等
に

対
す
る
受
注
機
会
の
確
保
に
関
す
る

推
進
方
針
」
を
平
成
十
五
年
度
に
定

め
、
物
品
等
の
発
注
に
係
る
契
約
の

締
結
に
当
た
り
、
予
算
の
適
正
な
使

用
に
留
意
し
て
い
ま
す
。 

 

法
令
等
と
の
整
合
性
を
確
保
し
つ

つ
、
具
体
的
に
は
「
物
品
」
「
工
事
」

「
役
務
」
及
び
「
全
体
」
の
区
分
毎

に
中
小
企
業
者
向
け
契
約
目
標
を
定

め
る
な
ど
、
中
小
企
業
者
を
取
り
巻

く
厳
し
い
情
勢
を
踏
ま
え
、
道
内
中

小
企
業
者
等
の
受
注
機
会
の
確

保
・
拡
大
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。 

 

今
回
、
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
実

績
数
値
及
び
平
成
二
十
一
年
度
目
標

値
を
次
の
と
お
り
設
定
し
ま
し
た
の

で
、
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
ご
案
内
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
年
度
ま
で
の
実
績 

              

実績（年度）％金額ベース 
区分 

15 16 17 18 19 20 

物品 67.1 69.4 68.3 71.0 74.3 71..2 

工事 90.3 90.8 91.7 94.1 94.8 89.5 

役務 75.9 73.2 68.2 69.2 67.9 66.9 

合計 87.5 87.6 87.6 89.6 90.6 86.0 

平成 21年 9月 30日（第 70号） 
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「
物
品
」
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
な

燃
料
購
入
契
約
な
ど
の
競
争
入
札
案

件
に
お
い
て
、
道
内
中
小
企
業
が
契

約
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

目
標
値
を
下
回
り
ま
し
た
。 

「
工
事
」
に
つ
い
て
は
、
道
内
中
小

企
業
の
み
で
は
対
応
が
困
難
で
技
術

的
に
高
度
な
大
規
模
工
事
が
あ
り
、

道
外
大
企
業
を
中
心
と
し
た
共
同
企

業
体
が
落
札
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

目
標
値
を
下
回
り
ま
し
た
。 

「
役
務
」
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札

案
件
に
お
い
て
道
内
中
小
企
業
が
契

約
で
き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
道
内
中

小
企
業
で
は
技
術
的
に
対
応
が
困
難

な
契
約
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

目
標
値
を
下
回
り
ま
し
た
。 

二
十
一
年
度
目
標
値       

保
証
料
の
一
部
を
助
成 

緊
急
保
証
制
度
補
給
金 

  

日
高
町
で
は
、
事
業
主
の
方
が
緊

急
保
証
制
度
に
よ
っ
て
、
信
用
保
証

協
会
の
保
証
を
得
て
金
融
機
関
か
ら

融
資
を
受
け
る
際
に
、
信
用
保
証
協

会
へ
支
払
う
保
証
料
の
一
部
を
補
給

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
日

高
町
に
要
請
し
た
こ
と
に
よ
り
助
成

が
決
定
し
た
も
の
で
す
。 

◆
交
付
対
象
者 

 

平
成
二
十
一
年
度
中
に
保
証
協
会

の
保
証
を
得
て
金
融
機
関
か
ら
融
資

を
受
け
た
者
。 

◆
保
証
金
の
額 

 

補
給
金
は
支
払
っ
た
保
証
料
の
二

分
の
一
以
内
か
つ
予
算
の
範
囲
内
。 

◆
補
給
金
の
決
定
及
び
支
払 

 

補
給
金
の
決
定
及
び
支
払
は
四
半

期
毎
に
行
い
ま
す
。 

◆
申
請
書
の
提
出
及
び
提
出
期
日 

 

「
緊
急
保
証
制
度
保
証
料
補
給
金

交
付
申
請
書
」
に
関
係
書
類
を
添
え

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
提
出
先
】
日
高
町
役
場 

産
業
経

済
課 

商
工
観
光
グ
ル
ー
プ 

℡
〇
一
四
五
六-

二-

六
一
八
五
（
内

線
二
一
五
・
二
一
七
） 

【
提
出
期
日
】 

平
成
二
十
二
年
四

月
五
日
（
月
）
ま
で 

 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券 

発
売
予
定 

  

商
工
会
で
は
、
以
前
か
ら
検
討
し

て
い
た
「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」

の
発
売
を
十
二
月
に
販
売
す
る
こ
と

を
決
め
ま
し
た
。 

 

具
体
的
な
内
容
は
ま
だ
未
確
定
で

す
が
、
お
お
よ
そ
の
計
画
は
次
の
と

お
り
で
す
。 

発
行
日
を
十
二
月
の
上
旬
か
ら

中
旬
。
使
用
期
間
、
発
行
日
か
ら
三

月
三
十
一
日
ま
で
。
プ
レ
ミ
ア
ム
の

内
容
は
、
千
円
の
商
品
券
十
二
枚
セ

ッ
ト
を
一
万
円
で
販
売
。
お
一
人
様

五
セ
ッ
ト
ま
で
購
入
可
能
（
予

定
）
。
販
売
店
に
つ
い
て
は
、
各
店
頭

に
商
品
券
取
扱
い
店
舗
と
表
示
さ
れ

ま
す
。
販
売
総
額
一
億
二
千
万
円
。 

 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
決
定
次
第
お

知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

ガ
ス
組
合
協
賛
レ
ー
ス 

門
別
競
馬
場 

  

門
別
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
事
業
協
同
組

合
（
理
事
長
小
谷
俊
憲
）
は
、
例
年

行
っ
て
い
る
門
別
競
馬
場
協
賛
レ
ー

ス
を
八
月
二
十
五
日
に
実
施
し
ま
し

た
。 

協
賛
レ
ー
ス
に

は
、
日
高
町
議

連
で
所
有
す
る

「
ヒ
ダ
カ
ト
ッ

プ
ロ
ー
ド
」
が

出
走
し
、
見
事

優
勝
し
ま
し
た
。 

 

小
谷
理
事
長
か
ら
は
、
馬
主
・
調

教
師
・
騎
手
・
厩
務
員
に
そ
れ
ぞ
れ

平成 21 年度目標値

（％） 

物品 72.0 

工事 92.8 

役務 77.7 

合計 89.9 
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賞
金
と
副
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。 

 
第
三
十
九
回
し
し
ゃ
も
祭
り 

  

過
日
開
催
さ
れ
た
実
行
委
員
会

（
委
員
長
田
中
建
夫
）
で
本
年
度
の

「
し
し
ゃ
も
祭
り
」
を
十
月
二
十
五

日
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま

し
た
。 

 

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

● 

し
し
ゃ
も
の
サ
ー
ビ
ス
販
売 

（
一
串
五
百
円
） 

● 

生
し
し
ゃ
も
の
つ
か
み
取
り 

● 

し
し
ゃ
も
重
量
当
て
ク
イ
ズ 

● 

お
楽
し
み
抽
選
会 

● 

日
高
地
区
コ
ー
ナ
ー 

日
高
地

区
の
特
産
品
、
観
光
Ｐ
Ｒ 

● 

ス
テ
ー
ジ 

歌
謡
シ
ョ
ー 

《
特
設
会
場
》
フ
ワ
フ
ワ
コ
ー
ナ

ー
・
ネ
イ
ル
ア
ー
ト
コ
ー
ナ
ー 

 

ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
競
馬
の 

維
持
・
存
続
へ 

振
興
公
社
と
の
懇
談
会 

ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
競
馬
を
応
援
す

る
会
（
会
長
秋
田
勝
之
）
で
は
、
ホ

ッ
カ
イ
ド
ウ
競
馬
を
運
営
す
る
「
北

海
道
軽
種
馬
振
興
公
社
」
と
二
回
目

の
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

一
回
目
は
、
八
月
に
開
催
さ
れ
た

『
夏
の
ケ
イ
バ
祭
り
』
に
対
す
る
人

的
応
援
要
請
が
あ
り
、
Ｐ
Ｒ
等
に
つ

い
て
協
力
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
二
回

目
の
今
回
は
、
競
馬
場
イ
ベ
ン
ト
の

町
に
対
す
る
Ｐ
Ｒ
。
ま
た
、
九
月
に

開
催
さ
れ
る
『
秋
の
ケ
イ
バ
祭
り
』

に
つ
い
て
同
様
の
要
請
が
あ
り
、
人

的
に
協
力
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。 

 

懇
談
会
の
中
で
は
、
応
援
す
る
会

と
北
海
道
軽
種
馬
振
興
公
社
と
協
力

体
制
を
整
え

な
が
ら
、
門

別
競
馬
場
の

維
持
・
存
続

を
最
重
要
目

的
と
認
識
し
、

応
援
す
る
会

か

ら

は

提

言
・
提
案
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
く

こ
と
と
し
ま
し
た
。 

 

貯
蓄
・
保
障
・
融
資
・
付
加
共
済 

商
工
貯
蓄
共
済
制
度 

会
員
福
祉
共
済
制
度 

 

こ
の
制
度
は
、
商
工
会
の
事
業
と

し
て
国
か
ら
認
め
ら
れ
、
月
々
わ
ず

か
な
掛
金
で
、「
貯
蓄
」「
保
障
」「
融

資
」
の
三
つ
の
機
能
を
組
み
合
わ
せ

た
商
工
会
独
自
の
共
済
制
度
で
す
。 

 

加
入
で
き
る
方
は
年
齢
六
歳
か
ら

七
十
歳
ま
で
の
健
康
な
会
員
及
び
そ

の
家
族
、
従
業
員
の
方
で
す
。
一
口

二
千
円
か
ら
の
掛
金
で
、
加
入
期
間

は
十
年
間
。
そ
の
間
の
保
険
料
は
定

額
と
な
り
ま
す
。
保
険
金
は
一
口
に

つ
き
最
高
百
万
円
。
こ
の
他
積
立
て

に
応
じ
た
融
資
制
度
、
事
故
に
よ
る

入
院
・
通
院
・
手
術
共
済
金
が
支
給

さ
れ
る
「
付
加
共
済
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。 

詳
し
く
は
、
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
ご
覧
下
さ
い
。 

 

各
種
助
成
金
の
ご
案
内 

  

助
成
金
は
主
に
雇
用
・
人
材
育
成

に
支
援
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

か
ら
定
期
的
に
助
成
金
制
度
を
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。 

 

雇
用
調
整
助
成
金 

中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
奨
励
金 

 

景
気
の
変
動
、
産
業
構
造
の
変
化

等
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
事

業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

休
業
等
（
休
業
及
び
教
育
訓
練
）
ま

た
は
出
向
を
行
っ
た
事
業
主
に
対
し

て
、
休
業
手
当
、
賃
金
ま
た
は
出
向

労
働
者
に
係
る
賃
金
負
担
額
の
一
部

を
助
成
す
る
も
の
で
、
失
業
の
予
防

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

◆
主
な
受
給
の
用
件 

売
上
高
ま
た
は
生
産
量
の
最
近
三
ヶ

月
間
の
平
均
値
が
直
前
三
ヶ
月
ま
た

は
前
年
同
期
に
比
べ
五
％
以
上
減
少
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し
て
い
る
こ
と 

従
業
員
の
全
一
日
の
休
業
ま
た
は
事

業
所
全
員
の
一
斉
の
短
時
間
休
業
を

行
う
こ
と 

◆
受
給
額 

・
休
業
等 

休
業
手
当
相
当
額
の
三 

分
の
二 

 

・
支
給
限
度
日
数 

三
年
で
三
百
日 

 

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金 

  

高
年
齢
者
、
障
害
者
等
の
就
職
が

困
難
な
者
を
、
職
業
安
定
所
及
び
職

業
紹
介
事
業
者
（
職
業
安
定
法
に
規

程
す
る
有
料
職
業
紹
介
者
）
の
紹
介

で
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し

て
雇
入
れ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
、

特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金

を
、
緊
急
職
業

支
援
者
を
継
続

し
て
雇
用
す
る
労

働
者
と
し
て
雇
入

れ
た
事
業
主
に
対
し
て
は
、
緊
急
就

職
支
援
者
雇
用
開
発
助
成
金
が
申
請

に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。 

◆
受
給
額 

・
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成

金 

六
〇
歳
以
上
の
者
、
障
害
者
等
、

母
子
家
庭
の
母
等
の
就
職
が
困
難
な

者
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
場
合
。
一

年
間
〜
二
年
間
で
三
十
万
円
〜
二
百

四
十
万
円
。 

・
高
年
齢
者
雇
用
開
発
特
別
奨
励
金 

 
六
十
五
歳
以
上
の
者
を
一
週
間
の

労
働
時
間
が
二
十
時
間
以
上
、
か
つ

一
年
以
上
継
続
雇
用
し
て
雇
用
す
る

労
働
者
と
し
て
雇
入
れ
た
場
合
。 

一
年
間
で
三
十
万
円
〜
九
十
万
円 

 

助
成
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め

に
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
苫
小
牧 

℡ 

〇
一
四
四-

三
二-

五
二
二
一 

  

割
増
賃
金
率
の
引
き
上
げ
等 

 

改
正
労
働
基
準
法 

 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

労
働
基
準
法
が
、
長
時
間
労
働
の
抑

制
、
労
働
者
の
健
康
確
保
、
仕
事
と

生
活
の
調
和
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

改
正
さ
れ
ま
す
。 

 

主
な
改
正
内
容
は
、
①
一
ヶ
月
六

十
時
間
を
越
え
る
時
間
外
労
働
に
対

す
る
割
増
賃
金
率
が
五
割
増
以
上
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
（
猶
予
事
業
場
あ

り
）
②
割
増
賃
金
の
支
払
に
代
え
た

代
替
休
暇
の
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
る

③
限
度
時
間
を
越
え
た
時
間
外
労
働

に
対
す
る
割
増
賃
金
率
引
き
上
げ
な

ど
の
努
力
義
務
が
労
使
に
課
せ
ら
れ

る
④
年
次
有
給
休
暇
が
時
間
単
位
で

も
取
得
可
能
と
な
る
な
ど
で
す
。 

 
詳
し
く
は
、
北
海
道
労
働
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
o
k
k
a
id
o
-
la
b
o
r

.g
o
.jp
 

ま
た
は
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
 

を
ご
覧
下
さ
い
。 

 

新
規
高
卒
者
求
人
提
出
依
頼 

 
 

管
内
求
人
受
理
前
年
比
△
４
割 

  

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
苫
小
牧
で
は
、
新

規
高
卒
者
の
求
人
提
出
を
求
め
て
い

ま
す
。
特
に
本
年
度
は
求
人
受
理
状

況
が
前
年
比
△
４
１
．
４
％
と
非
常

に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

各
企
業
に
採
用
計
画
の
検
討
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
新
規
高
卒
者
就
職
促
進
会

を
次
の
要
領
に
よ
り
開
催
し
ま
す
の

で
、
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
苫
小
牧
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。 

開
催
日 

十
一
月
六
日
（
金
） 

午
後
一
時
〜
午
後
四
時 

場 

所 

グ
ラ
ン
ド
ニ
ュ
ー
王
子 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
苫
小
牧
職
業
相
談
第

二
部
門 

℡ 

〇
一
四
四-

三
二-

五
二
二
一 


